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     議事日程     令和７年１２月１９日（金）１６時００分   

女性第一・第二研修室 

 

１ 開 会 

２ 会議成立の宣告 

３ 会議録署名者の指名 

４ 会議の公開等について 

５ 議案審査順 

公開予定（案） 

定第７０号議案 鹿児島市スクールバス運行規則制定の件 

定第７１号議案 鹿児島市立学校管理規則一部改正の件 

 定第７２号議案 鹿児島市立小中学校区審議会条例施行規則一部改正の件 

定第７３号議案 鹿児島市立高等学校学則一部改正の件 

   定第７４号議案 鹿児島玉龍中高一貫教育校学則一部改正の件 

   定第７５号議案 鹿児島市立小中学校事務支援室運営規程一部改正の件 

   定第７６号議案 鹿児島市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する

規程一部改正の件 

請願令和７年度第１号 小中学校での学校給食の牛乳を、飲むことによる体調不良（乳

糖不耐、下痢、腹痛など）や特定の食物摂取制限の理由で飲め

ない児童生徒が、医師の診断なしでも停止届などで停止できる

ようにすることを求める請願【継続審議】 

報告事項(1)   美術館ユニークベニュー等トライアル事業について 

報告事項(2)   新学校給食センターの整備に係る事業者の公募について 

報告事項(3)   市議会関係の審議等について 

報告事項(4)   教育委員会関係の主な行事について 

 

  非公開予定（案） 

定第６８号議案 代決処分の承認を求める件 

〔令和８年度鹿児島市立高等学校人事異動の重点を定める件につい

て〕 

定第６９号議案 代決処分の承認を求める件 

〔県費負担教職員の懲戒に係る内申について〕 

 

６ その他  

７ 閉 会  
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定第７０号議案 

 

   鹿児島市スクールバス運行規則制定の件 

 

鹿児島市スクールバス運行規則を別紙のとおり制定する。 

 

   令和７年１２月１９日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（参  照） 

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

(鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務) 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下「教育委員会事

務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除

き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任

する。 

 (1) 略す 

 (2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

 (3)～(20) 略す 
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鹿児島市スクールバス運行規則 

                                     

（趣旨） 

第１条 この規則は、スクールバス（以下「バス」という。）を運行するについて必要な事項

を定めるものとする。 

 （事業の実施） 

第２条 バス運行の実施主体は鹿児島市とし、運行業務を委託することができる。 

 （運行区間） 

第３条 バスの運行区間は、鹿児島市教育委員会（以下、「教育委員会」という。）が認めた

区間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときには、当該区間を変更し、又は運行を

中止することができる。 

２ 前項の規定により区間の変更又は運行の中止をした場合は、必要な事項を直ちに当該学校

に通報しなければならない。 

３ 児童生徒の通学のための運行に支障がない場合で教育委員会が特に必要と認めたときは、

区間外の通学以外の運行をすることができる。 

４ 風雨、降雪又は異常気象等、緊急の場合によりバスの運行の安全確保に支障を生ずるおそ

れがあるときには、第１項の規定に関わらず、学校長の判断により、運行区間を変更し、又

は運行を中止することができる。 

５ 前項の規定により区間の変更又は運行の中止をした場合、学校長は、必要な事項を直ちに

教育委員会に報告しなければならない。 

 （運行時刻） 

第４条 バスは、出校の日、登下校の往復を運行し、その時刻は別に定める。ただし、前条第

１項ただし書き及び前条第４項に規定する場合又は特別な理由がある場合は、その運行時刻

を変更することができる。この場合、同条第２項及び同条第５項の規定を準用するものとす

る。 

 （通学の乗車） 

第５条 バスに乗車する児童生徒は、教育委員会が必要と認める者とする。 

 （乗車管理と指導） 

第６条 バスを使用する児童生徒の指導は学校が行い、乗車中の諸動作については、すべて運

転手の指示に従うものとする。 

 （事故の場合の処置） 

第７条 運転手は、事故等が発生したときは、負傷者等について速やかに応急手当を行い、直

ちにその旨を警察署及び消防署等へ通報後、教育委員会及び関係する学校長に通報し、その

他必要な措置を講じなければならない。 

 （車両の保全） 
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第８条 運転手は、利用者等の安全輸送のため、常に車両の保全整備に努めなければならな

い。 

 （その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定

める。 

付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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桜島学校スクールバス運行要綱 概要 

 

 

１ 趣旨 

  桜島学校に通学する児童生徒の安全及び利便性を確保するため、桜島学校スクールバスを

運行する。 

２ 運行経路、回数 

  運行経路は、鹿児島市教育委員会が認めた経路とし、運行回数は、原則として登校時１回、

下校時３回以内とする。 

３ 運行時刻 

  授業の始業及び終業時刻を妨げないものとし、教育委員会と校長が協議の上、別に定める。 

４ 利用対象 

  教育委員会が定める乗降場所で乗降できる児童生徒で、校長が認める児童生徒 

５ 利用料 

  スクールバスの利用料は無料とする。 

６ 利用申請 

  スクールバスを利用しようとする児童生徒の保護者は、スクールバス利用許可申請書を、

校長を通じて教育委員会に提出する。 

７ 利用許可 

  申請を許可した児童生徒については、校長を通じて保護者に通知する。 

 

 

参考１ 

6



令和８年度 桜島学校スクールバスの運行内容（予定） 

 

 乗降場所については、約２㎞間隔で安全に乗降できる場所を選定しています。現時点での案

を示しています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【乗降場所（案）】 既存路線バスの停留所を利用予定 

ル ー

ト 

路 線 乗降場所 

１ 黒神町～桜島学校 ➀黒神中学校前 ➁二俣 

２ 古里町～桜島学校 
➀古里 ➁東桜島 ➂桜島病院前 ④旬彩館  

➄桜洲小学校 ➅大久保 

  

【便数】 

ルー

ト 
路 線 

便  数 

登校 
下校 

通常（月～金） 土曜授業日等 長期休み等 

１ 黒神町～桜島学校 

１便 

３便 

➀低学年便 

➁高学年便 

➂部活･児童ｸﾗﾌﾞ便 

３便 

➀授業終了後便 

➁部活便 

➂児童ｸﾗﾌﾞ便 

２便 

➀部活便 

➁児童ｸﾗﾌﾞ便 ２ 古里町～桜島学校 

 ・授業日の登校便は、黒神中学校前を 7:40 頃、古里を 7:30 頃発車し、8:00 に桜島学校着の

予定 

 

桜島学校 

➀黒神中学校前

➀古里 

ルート２ 

ルート１ ➁二俣 

➅大久保 

➄桜洲小学校 

④旬彩館 

➂桜島病院前 

➁東桜島 

参考２ 
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第７１号～７６号議案 学校管理規則等一部改正の件に関する説明資料 

 

１．主な改正項目 

（１）地方公共団体情報システム標準化に伴う様式等の見直し（第 71 号議案） 

    地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、国が策定する標準化仕様書に準拠した就学事務システム（学齢簿編成等）へ 

移行するため、それに伴う様式の見直しを行う。 

（２）義務教育学校の設置に伴う関係条文等の整理（第 71・72・75・76 号議案） 

    桜島学校を設置したことによる学校種（義務教育学校）の追加 

（３）教育課程における学年始休業日の見直し（第 71・73・74 号議案） 

    県の通知を踏まえ、Ｒ８年度から、４月１日以降、始業式までに週休日を除き５日間確保する。 

（４）教育課程における土曜授業の見直し（第 71・74 号議案） 

    県の通知を踏まえ、下記の通りの方針で実施する。 

     ・地域と連携した価値ある教育活動等に精選する。 

     ・実施する場合は、年３回程度までとする。 

     ・学校の教育課程に位置付けるものとする。 

 

２．施行日   （１）は、令和８年１月５日 （２）～（４）は、令和８年４月１日 

 

３．改正の概要 

 議案 主な改正理由 ページ

定第７１号議案
　鹿児島市立学校管理規則一部改正の件

(1)地方公共団体情報システム標準化に伴う様式等の見直し
(2)義務教育学校の設置に伴う関係条文等の整理
(3)教育課程における学年始休業日の見直し
(4)教育課程における土曜授業の見直し

P9～56

定第７２号議案
　鹿児島市立小中学校区審議会条例施行規則一部改正の件

(2)義務教育学校の設置に伴う関係条文等の整理 P57～59

定第７３号議案
　鹿児島市立高等学校学則一部改正の件

(3)教育課程における学年始休業日の見直し P60～62

定第７４号議案
　鹿児島玉龍中高一貫教育校学則一部改正の件

(3)教育課程における学年始休業日の見直し
(4)教育課程における土曜授業の見直し

P63～65

定第７５号議案
　鹿児島市立小中学校事務支援室運営規程一部改正の件

(2)義務教育学校の設置に伴う関係条文等の整理 P66～71

定第７６号議案
　鹿児島市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に
関する規定一部改正の件

(2)義務教育学校の設置に伴う関係条文等の整理 P72～74
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定第７１号議案 

 

   鹿児島市立学校管理規則一部改正の件 

 

鹿児島市立学校管理規則の一部を別紙のとおり改正する。 

 

   令和７年１２月１９日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（参  照） 

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

(鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務) 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下「教育委員会事

務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除

き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任

する。 

 (1) 略す 

 (2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

 (3)～(20) 略す 
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鹿児島市立学校管理規則（昭和４２年教育委員会規則第１７号）の一部を改正する規則 

                                     

                                           

題名の次に次の目次を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第２条） 

第２章 就学（第３条―第１７条） 

第３章 財産管理 

第１節 管理保存の心得（第１８条－第２２条） 

第２節 学校施設の利用（第２３条－第２４条） 

第３節 学校防災（第２５条－第３１条） 

第４章 組織編制（第３６条－第４２条の３） 

第５章 運営管理 

第１節 幼稚園（第４３条－第４４条） 

第２節 小学校（第４５条－第５９条） 

第３節 中学校及び義務教育学校（第５９条の２） 

第４節 高等学校（第５９条の３－第５９条の４） 

第５節 中高一貫教育（第５９条の５） 

第６節 教科書及び教材（第６０条―第６４条） 

第６章 事務管理（第６５条―第６９条） 

第７章 職員の管理（第７０条―第７４条の２） 

第８章 事務決裁（第７５条―第７８条） 

第９章 雑則（第７９条） 

 第３条を次のように改める。 

第３条 鹿児島市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、児童生徒等について学齢簿

（様式第１）を編製する。 

 第４条第１項中「様式第２の１（小学校）」を「様式第２の１」に、「様式第２の２（中学

校）」を「様式第２の２」に改め、「、様式第２の３（小学校直接交付用）及び様式第２の４

（中学校直接交付用）」を削り、同条第２項中「入学通知書（様式第３の１）」を「就学予定

者一覧」に改め、同条第３項中「入学確認書（様式第３の２）」を「入学確認書」に、「鹿児

島市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「教育委員会」に改める。 

 第５条に見出しとして「（転学、学校の新設・廃止による就学の通知）」を付し、同条第１

項中「聴覚障害者又は知的障害者、肢
し

体不自由者若しくは病弱者でなくなったもの」を「聴覚

障害者、知的障害者、肢
し

体不自由者又は病弱者でなくなったもの」に、「入学通知書（様式第

４）」を「入学通知書（様式第３）」に改め、同条に次の１項を加える。 
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２ 学校の新設・廃止により、その就学させるべき学校を変更する必要が生じた児童生徒等に

ついて、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定については、入学通

知書（様式第４）をもってする。 

 第６条中「毎月５日までに」を「毎月、」に、「転出者報告書（様式第５の１）又は転入者

報告書（様式第５の２）により」を「教育委員会に」に改める。 

 第７条の見出し中「申立」を「申請」に改め、同条第１項中「申立」を「申請」に、「指定

学校変更申立書（様式第６）」を「指定学校変更申請書（様式第５）」に改め、同条第２項を

次のように改める。 

２ 教育委員会は、前項の申請を相当と認めるときは、保護者に指定学校変更許可通知書（様

式第６）を交付するとともに関係学校の校長に対し、速やかに通知するものとする。 

 第７条に次の１項を加える。 

３ 教育委員会は、第１項の申請を相当と認めないときは、保護者に指定学校変更不許可通知

書（様式第７）を通知するものとする。 

 第９条第１項中「願い出」を「申請」に、「区域外就学願書（様式第９）」を「区域外就学

申請書（様式第９）」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 教育委員会は、前項の申請を相当と認めるときは、保護者及び就学を認めた学校の校長へ

区域外就学許可通知書（様式第１０）を通知するものとする。 

第９条に次の１項を加える。 

３ 教育委員会は、第１項の申請を相当と認めないときは、保護者に区域外就学不許可通知書

（様式第１１）を通知するものとする。 

 第１５条の見出し中「願出」を「願い出」に改め、同条中「就学義務猶予（免除）願書（様

式第１７）」を「就学義務猶予（免除）願書（様式第１７の１）」に改め、同条に次の２項を

加える。 

２ 教育委員会は、前項の願い出を相当と認めるときは、保護者及び校長へ就学義務猶予（免

除）承認通知書（様式第１７の２）を通知するものとする。 

３ 教育委員会は、第１項の願い出を相当と認めないときは、保護者に就学義務猶予（免除）

不承認通知書（様式第１７の３）を通知するものとする。 

第３８条の３第１項中「中学校」を、「中学校（義務教育学校後期課程を含む）」に改め

る。 

第３９条第１項、第４０条の２第１項及び第４０条の３第１項中「小学校及び中学校」を

「小学校、中学校及び義務教育学校」に改める。 

第５３条第２項第１号中「５日」を「７日（第１学年の児童は、入学式の前日）」に改め

る。 

 第５３条の２中「行うもの」を「行うことができるもの」に改める。 

第５章中「第３節 中学校」を「第３節 中学校及び義務教育学校」に改める。 
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 第５９条の２中「中学校」を「中学校及び義務教育学校」に改める。 

 第６７条中「小学校及び中学校」を「小学校、中学校及び義務教育学校」に改める。 

様式第１を次のように改める。 

様式第１（第３条関係） 
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 様式第２の１を次のように改める。 

様式第２の１（第４条関係） 
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 様式第２の２を次のように改める。 

様式２の２（第４条関係） 
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 様式第２の３を次のように改める。 

様式第２の３ 削除 

様式第２の４を次のように改める。 

様式第２の４ 削除 

 様式第３の１、様式第３の１（別紙）及び様式第３の２を削る。 

 様式第４を次のように改め、同様式を様式第３とする。 

様式第３（第５条関係） 

  

 

15



様式第３の次に次の１様式を加える。 

様式第４（第５条関係） 
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 様式第５の１及び様式第５の２を削る。 

様式第６を次のように改め、同様式を様式第５とする。 

様式第５（第７条関係） 
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様式第７を次のように改め、同様式を様式第６とする。 

様式第６（第７条関係） 
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様式第６の次に次の１様式を加える。 

様式第７（第７条関係） 
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様式第８を次のように改める。 

様式第８（第８条関係） 
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様式第９を次のように改める。 

様式第９（第９条関係） 

  

 

  

 

21



様式第１０を次のように改める。 

様式第１０（第９条関係） 
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様式第１１を次のように改める。 

様式第１１（第９条関係） 
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様式第１７を様式第１７の１とし、様式第１７の１の次に次の２様式を加える。 

様式第１７の２（第１５条関係） 
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様式第１７の３（第１５条関係） 
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様式第２２を次のように改める。 

様式第２２ 
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付 則 

 （施行期日） 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第３条から第７条まで、第９条及び

第１５条の改正規定は、令和８年１月５日から施行する。 

 

 （経過措置） 

この規則による改正前の鹿児島市立学校管理規則に規定する様式により作成された書類は、 

改正後の鹿児島市立学校管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。 

 

 （改正理由） 

 地方公共団体情報システム標準化による運用の見直し及び義務教育学校の設置等に伴う関係

条文及び関係様式を整理するものである。 
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鹿児島市立学校管理規則（昭和４２年教育委員会規則第１７号）新旧対照表 

現行 改正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

第１０章 総則（第１条―第２条） 

第１１章 就学（第３条―第１７条） 

第１２章 財産管理 

第４節 管理保存の心得（第１８条－第２２条） 

第５節 学校施設の利用（第２３条－第２４条） 

第６節 学校防災（第２５条－第３１条） 

第１３章 組織編制（第３６条－第４２条の３） 

第１４章 運営管理 

第７節 幼稚園（第４３条－第４４条） 

第８節 小学校（第４５条－第５９条） 

第９節 中学校及び義務教育学校（第５９条の２） 

第１０節 高等学校（第５９条の３－第５９条の

４） 

第１１節 中高一貫教育（第５９条の５） 

第１２節 教科書及び教材（第６０条―第６４条） 

第１５章 事務管理（第６５条―第６９条） 

第１６章 職員の管理（第７０条―第７４条の２） 

第１７章 事務決裁（第７５条―第７８条） 

第１８章 雑則（第７９条） 

 

目次を付す 
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 第５章 運営管理 

           （略） 

  第３節 中学校（第５９条の２） 

           （略） 

 

第３条 児童生徒等についての学齢簿の編製は、様式第

１をもつてする。 

 

（入学期日の通知、入学者の報告等） 

第４条 就学予定者（視覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢
し

体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。）につ

いて、その保護者に対する入学期日の通知及びその就

学すべき学校の指定は、入学通知書（様式第２の１（小

学校）、様式第２の２（中学校）、様式第２の３（小学

校直接交付用）及び様式第２の４（中学校直接交付用））

をもつてする。 

 

２ 就学予定者を就学させるべき学校の校長に対する当

該就学予定者の氏名及び入学期日の通知は、入学通知

書（様式第３の１）をもつてする。 

 

 第５章 運営管理 

           （略） 

  第３節 中学校及び義務教育学校（第５９条の２） 

           （略） 

 

第３条 鹿児島市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）は、児童生徒等について学齢簿（様式第１）を編

製する。 

 

（入学期日の通知、入学者の報告等） 

第４条 就学予定者（視覚障害者、聴覚障害者、知的障

害者、肢
し

体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。）

について、その保護者に対する入学期日の通知及びそ

の就学すべき学校の指定は、入学通知書(様式第２の

１、様式第２の２)をもつてする。 

 

 

 

２ 就学予定者を就学させるべき学校の校長に対する当

該就学予定者の氏名及び入学期日の通知は、就学予定

者一覧をもつてする。 

 

３ 校長は、前項の通知書により入学を確認したときは、

直ちに確認した旨の入学確認書を教育委員会に提出す

 

 

 

文言整理 
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３ 校長は、前項の通知書により入学を確認したときは、

直ちに確認した旨の入学確認書（様式第３の２）を鹿

児島市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提

出するものとする。 

 

るものとする。 

 

 

 

 （転学、学校の新設・廃止による就学の通知）  

第５条 特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒

で視覚障害者、聴覚障害者又は知的障害者、肢
し

体不自由者

若しくは病弱者でなくなつたもの、学齢児童及び学齢生

徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢
し

体不自由者

及び病弱者を除く。以下同じ。)の就学させるべき学校を

変更する必要を生じた児童、生徒について、その保護者に

対する入学期日の通知および就学すべき学校の指定につ

いては入学通知書（様式第４）をもつてする。 

第５条 特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒

で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢
し

体不自由者

又は病弱者でなくなったもの、学齢児童及び学齢生徒

（視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢
し

体不自由者

及び病弱者を除く。以下同じ。）の就学させるべき学校

を変更する必要を生じた児童、生徒について、その保

護者に対する入学期日の通知および就学すべき学校の

指定については入学通知書（様式第３）をもつてする。 

 

２ 学校の新設・廃止により、その就学させるべき学校

を変更する必要が生じた児童生徒等について、その保

護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指

定については、入学通知書（様式第４）をもってする。 

 

 

（転出入学の報告） （転出入学の報告）  

第６条 校長は、毎月５日までに当該学校における前月

分の転出及び転入者について、転出者報告書（様式第

５の１）又は転入者報告書（様式第５の２）により報告

第６条 校長は、毎月、当該学校における前月分の転出及

び転入者について、教育委員会に報告しなければならな

い。 
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しなければならない。 

 

（指定学校の変更申立） 

第７条 児童生徒等（視覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢
し

体不自由者及び病弱者を除く。以下この章にお

いて同じ。）の就学すべき学校の指定の変更について

の申立は、指定学校変更申立書（様式第６）をもつてし

なければならない。 

 

 

２ 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更について

の通知は、指定学校変更通知兼異動通知書（様式第７）

をもつてする。 

 

 

 

 

 

第９条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を、鹿児

島市立学校に就学させようとすることについての願い

出は、区域外就学願書（様式第９）をもつてしなければ

ならない。 

 

２ 前項の願い出に承諾を与えたときは、区域外就学承

（指定学校の変更申請） 

第７条 児童生徒等（視覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢
し

体不自由者及び病弱者を除く。以下この章にお

いて同じ。）の就学すべき学校の指定の変更について

の申請は、指定学校変更申請書（様式第５）をもつてし

なければならない。 

 

 

２ 教育委員会は、前項の申請を相当と認めるときは、

保護者に指定学校変更許可通知書（様式第６）を交付

するとともに関係学校の校長に対し、速やかに通知す

るものとする。 

３ 教育委員会は、第１項の申請を相当と認めないとき

は、保護者に指定学校変更不許可通知書（様式第７）を

通知するものとする。 

 

第９条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を、鹿児

島市立学校に就学させようとすることについての申請

は、区域外就学申請書（様式第９)をもつてしなければ

ならない。 

 

２ 教育委員会は、前項の申請を相当と認めるときは、
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諾書（様式第１０）を交付すると共に当該児童生徒等

を就学させるべき学校の校長に対し、区域外就学通知

書（様式第１１）をもつてその氏名及び入学期日を通

知する。 

 

 

 

 

（猶予又は免除の願出） 

第１５条 就学義務の猶予又は免除についての願い出

は、就学義務猶予（免除）願書（様式第１７）をもつて

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 （進路指導主任） 

保護者及び就学を認めた学校の校長へ区域外就学許可

通知書（様式第１０）を通知するものとする。 

 

３ 教育委員会は、第１項の申請を相当と認めないとき

は、保護者に区域外就学不許可通知書（様式第１１）を

通知するものとする。 

 

（猶予又は免除の願い出） 

第１５条 就学義務の猶予又は免除についての願い出

は、就学義務猶予（免除）願書（様式第１７の１）をも

つてしなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の願い出を相当と認めるときは、

保護者及び校長へ就学義務猶予（免除）承認通知書（様

式第１７の２）を通知するものとする。 

３ 教育委員会は、第１項の願い出を相当と認めないと

きは、保護者に就学義務猶予（免除）不承認通知書（様式

第１７の３）を通知するものとする。 

 

 （進路指導主任） 

第３８条の３ 中学校及び高等学校には、進路指導主任

を 置き、教諭をもつて充てる。 

第３８条の３ 中学校（義務教育学校後期課程を含む）及

び高等学校には、進路指導主任を置き、教諭をもつて充て

る。 

 

２ （略） ２ （略） 
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（事務主任） （事務主任）  

第３９条 小学校及び中学校には、事務主任を置くこと

が できる。 

 第３９条 小学校、中学校及び義務教育学校には、事務

主任を置くことができる。 

 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 

 

（事務参事等） （事務参事等）  

第４０条の２ 小学校及び中学校に、事務職員の職とし

て 事務参事、事務主幹、専門員又は事務主査を置くこと

が できる。 

第４０条の２ 小学校、中学校及び義務教育学校に、事務

  職員の職として事務参事、事務主幹、専門員又は事務主

  査を置くことができる。 

 

２ （略） ２ （略） 

 

 

 

（学校栄養主査） （学校栄養主査）  

第４０条の３ 小学校及び中学校に、学校栄養職員の職

と して学校栄養主査を置くことができる。 

第４０条の３ 小学校、中学校及び義務教育学校に、学校

   栄養職員の職として学校栄養主査を置くことができ

る。 

 

２ （略） ２ （略）  

  第５章 運営管理   第５章 運営管理  

（学期及び休業日） （学期及び休業日）  

第５３条 （略）  第５３条 （略）   

２ 小学校の休業日は、日曜日及び土曜日（次条の規定に

よる授業を行う場合を除く。）並びに国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日のほ

２ 小学校の休業日は、日曜日及び土曜日（次条の規定に

よる授業を行う場合を除く。）並びに国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日のほ
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か、次のとおりとする。 か、次のとおりとする。 

 (1) 学年始休業日 ４月１日から４月５日まで  (1) 学年始休業日 ４月１日から４月７日（第１学年

の児童は、入学式の前日）まで 

 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略）  

３・４ （略） ３・４ （略）  

（教育環境の充実のための措置） （教育環境の充実のための措置）  

第５３条の２ 学校教育法施行規則第６１条ただし書の

   規定により、児童の教育環境の充実のため、教育委員

会   が必要と認める土曜日に授業を行うものとする。 

 

第５３条の２ 学校教育法施行規則第６１条ただし書の

規 定により、児童の教育環境の充実のため、教育委員会

が必 要と認める土曜日に授業を行うことができるもの

とする。 

 

 

        第３節 中学校         第３節 中学校及び義務教育学校  

（小学校に関する規定の準用） （小学校に関する規定の準用）  

 第５９条の２ 第４５条から前条までの規定は、中学校

に  準用する。 

第５９条の２ 第４５条から前条までの規定は、中学校及

   び義務教育学校に準用する。 

 

 

（出席状況調査表） （出席状況調査表）  

 第６７条 小学校及び中学校の校長は、学齢児童又は学

齢生徒の出席状況について、毎月の出席状況調査表（様式

第３０）を作成し、その状況を明らかにしておかなければ

ならない。 

 

 第６７条 小学校、中学校及び義務教育学校の校長は、

学 齢児童又は学齢生徒の出席状況について、毎月の出席

状況調査表（様式第３０）を作成し、その状況を明らかに

しておかなければならない。 

 

 

 

 

 

34



様式第１（第３条関係） 

 

 

 

 

 

様式第１（第３条関係） 

 

 

 

様式の全部改正 
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様式第２の１（第４条関係） 

 

 

 

様式第２の１（第４条関係） 

 

 

 

様式の全部改正 
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様式第２の２（第４条関係） 

 

様式第２の２（第４条関係） 

 

様式の全部改正 
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様式第２の３（第４条関係） 

 

 

様式第２の４（第４条関係） 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

様式の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の削除 
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様式第３の１（第４条関係） 

 

削除 

 

様式の削除 
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様式第３の１（別紙） 

 

削除 

 

様式の削除 
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様式第３の２（第４条関係） 

 

削除 

 

様式の削除 
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様式第４（第５条関係） 

 

様式第３（第５条関係） 

 

 

 

 

様式の全部改正 
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様式第４（第５条関係） 

 

様式の追加 
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様式第５の１（第６条関係） 

 

削除 

 

様式の削除 
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様式第５の２（第６条関係） 

 

 

 

 

削除 

 

様式の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45



様式第６（第７条関係） 

 

様式第５（第７条関係） 

 

 

 

様式の全部改正 
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様式第７（第７条関係） 

 

様式第６（第７条関係） 

 

様式の全部改正 
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様式第７（第７条関係） 

 

様式の追加 
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様式第８（第８条関係） 

 

 

 

 

 

様式第８（第８条関係） 

 

様式の全部改正 
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様式第９（第９条関係） 

 

様式第９（第９条関係） 

 

様式の全部改正 
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様式第１０（第９条関係） 

 

様式第１０（第９条関係） 

 

 

様式の全部改正 
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様式第１１（第９条関係） 

 

様式第１１（第９条関係） 

 

 

 

様式の全部改正 
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様式第１７（第１５条関係） 

 

様式第１７の１（第１５条関係） 

 

 

 

様式の番号変更 
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様式第１７の２（第１５条関係） 

 

様式の追加 
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様式第１７の３（第１５条関係） 

 

 

 

様式の追加 
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様式第２２ 

 

様式第２２ 

 

様式の全部改正 
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定第７２号議案 

 

   鹿児島市立小中学校区審議会条例施行規則一部改正の件 

 

鹿児島市立小中学校区審議会条例施行規則の一部を別紙のとおり改正する。 

 

   令和７年１２月１９日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（参  照） 

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

(鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務) 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下「教育委員会事

務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除

き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任

する。 

 (1) 略す 

 (2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

 (3)～(20) 略す 
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鹿児島市立小中学校区審議会条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 題名を次のように改める。 

   鹿児島市立小学校、中学校及び義務教育学校区審議会条例施行規則 

第１条第１項中「小中学校区審議会」を「小学校、中学校及び義務教育学校区審議会」に改
める。 

第２条第１項第２号中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改め、同項第３号

中「及び中学校長」を「、中学校長及び義務教育学校長」に改める。 
第３条第１項中「小中学校区審議会」を「小学校、中学校及び義務教育学校区審議会」に改

める。 
   付 則 

 （施行期日） 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （改正理由） 

 義務教育学校の設置に伴う関係条文を整理するものである。 
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鹿児島市立小中学校区審議会条例施行規則（昭和４３年教育委員会規則第７号）新旧対照表 

現行 改正案 備考 

 鹿児島市立小中学校区審議会条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鹿児島市立小中学校区審議会条例（昭和４

３年条例第４１号。以下「条例」という。）第９条の規定に基

づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（委員の構成） 

第２条 条例第３条に規定する委員の構成は次のとおりとす

る。 

(1) 学識経験者 ７人以下 

(2) 小学校及び中学校のＰＴＡを代表する者 ２人 

(3) 小学校長及び中学校長 ２人 

(4) 市長部局の職員 ２人 

(5) その他委員会が必要と認める者 ２人以内 

 

（意見の開陳等の要求） 

第３条 鹿児島市立小中学校区審議会（以下「審議会」という。）

は、所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員以外の者

を会議に出席させ、意見の開陳及び説明その他必要な協力を

求めることができる。 

 

（略） 

 

 鹿児島市立小学校、中学校及び義務教育学校区審議会条例施行規

則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鹿児島市立小学校、中学校及び義務教育学校

区審議会条例（昭和４３年条例第４１号。以下「条例」という。）

第９条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定める

ものとする。 

 

（委員の構成） 

第２条 条例第３条に規定する委員の構成は次のとおりとする。 

(1) 学識経験者 ７人以下 

(2) 小学校、中学校及び義務教育学校のＰＴＡを代表する者 ２人 

(3) 小学校長、中学校長及び義務教育学校長 ２人 

(4) 市長部局の職員 ２人 

(5) その他委員会が必要と認める者 ２人以内 

 

（意見の開陳等の要求） 

第３条 鹿児島市立小学校、中学校及び義務教育学校区審議会（以

下「審議会」という。）は、所掌事務を遂行するため必要がある

ときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見の開陳及び説明そ

の他必要な協力を求めることができる。 

 

（略） 

題名の変更 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 
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第７３号議案 

 

   鹿児島市立高等学校学則一部改正の件 

 

鹿児島市立高等学校学則の一部を別紙のとおり改正する。 

 

   令和７年１２月１９日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（参  照） 

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

(鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務) 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下「教育委員会事

務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除

き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任

する。 

 (1) 略す 

 (2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

 (3)～(20) 略す 
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鹿児島市立高等学校学則（昭和４２年教育委員会規則第１６号）の一部を改正する規則 

                                     

                                          

鹿児島市立高等学校学則の一部を次のように改める。 

 第６条第１項第１号中「５日」を「６日」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （改正理由） 

 教育課程における学年始休業日の見直しに伴う関係条文及び関係様式を整理するものであ

る。 
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鹿児島市立高等学校学則（昭和４２年教育委員会規則第１６号）新旧対照表 

現行 改正案 備考 

（休業日） （休業日） 文言整理 

第６条 休業日は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日のほか、次のとおりとする。 

第６条 休業日は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日のほか、次のとおりとする。 

 

(1) 学年始休業日 ４月１日から４月５日まで (1) 学年始休業日 ４月１日から４月６日まで  

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略）  

２・３ （略） ２・３ （略）  
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定第７４号議案 

 

   鹿児島玉龍中高一貫教育校学則一部改正の件 

 

鹿児島玉龍中高一貫教育校学則の一部を別紙のとおり改正する。 

 

   令和７年１２月１９日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（参  照） 

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

(鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務) 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下「教育委員会事

務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除

き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任

する。 

 (1) 略す 

 (2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

 (3)～(20) 略す 
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鹿児島玉龍中高一貫教育校学則（平成１８年教育委員会規則第８号）の一部を改正する規則 

                                     

                                           

鹿児島玉龍中高一貫教育校学則の一部を次のように改める。 

 第３条の２第２項第１号中「５日」を「６日」に改め、同条第３項前段を次のように改める。 

校長は、前項第１号から第５号までに掲げる休業日について、地域の実情その他の事由に

より変更することができる。 

 第３条の３中「行う」を「行うことができる」に改める。 

付 則 

 （施行期日） 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （改正理由） 

教育課程における学年始休業日及び土曜授業の見直しに伴う関係条文及び関係様式を整理

するものである。 
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鹿児島玉龍中高一貫教育校学則（平成１８年教育委員会規則第８号）新旧対照表 

現行 改正案 備考 

（学期及び休業日） （学期及び休業日） 文言の整理 

第３条の２ （略） 第３条の２ （略）  

２ 休業日は、日曜日及び土曜日（次条の規定による授

業を行う場合を除く。）並びに国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日のほ

か、次のとおりとする。 

２ 休業日は、日曜日及び土曜日（次条の規定による授

業を行う場合を除く。）並びに国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日のほ

か、次のとおりとする。 

 

(1) 学年始休業日 ４月１日から４月５日まで (1) 学年始休業日 ４月１日から４月６日まで  

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略）  

３ 校長は、前項第１号から第５号までに掲げる休業日

について、同項の規定により難い事情があるときは、

これを変更することができる。この場合において、校

長は変更の理由及び期間を具し、教育委員会の承認を

受けなければならない。 

３ 校長は、前項第１号から第５号までに掲げる休業日

について、地域の実情その他の事由により変更するこ

とができる。この場合において、校長は変更の理由及

び期間を具し、教育委員会の承認を受けなければなら

ない。 

 

４ （略） ４ （略）  

（教育環境の充実のための措置） （教育環境の充実のための措置）  

第３条の３ 鹿児島玉龍中学校においては、学校教育法

施行規則第６１条ただし書の規定により、生徒の教育

環境の充実のため、教育委員会が必要と認める土曜日

に授業を行うものとする。 

第３条の３ 鹿児島玉龍中学校においては、学校教育法

施行規則第６１条ただし書の規定により、生徒の教育

環境の充実のため、教育委員会が必要と認める土曜日

に授業を行うことができるものとする。 
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定第７５号議案 

 

   鹿児島市立小中学校事務支援室運営規程一部改正の件 

 

鹿児島市立小中学校事務支援室運営規程の一部を別紙のとおり改正する。 

 

   令和７年１２月１９日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（参  照） 

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

(鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務) 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下「教育委員会事

務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除

き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任

する。 

 (1) 略す 

 (2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

 (3)～(20) 略す 
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鹿児島市立小中学校事務支援室運営規程（平成２６年教育長訓令第１号）の一部を改正する

訓令 

                                     

                                           

 題名を次のように改める。 

   鹿児島市立小・中・義務教育学校事務支援室運営規程 

 別表（第２条関係）鹿児島市立松原小学校の項中「及び鹿児島市立甲東中学校」を「、鹿児

島市立甲東中学校及び鹿児島市立桜島学校」に改め、同表中鹿児島市立桜島中学校の項を削る。 

付 則 

 （施行期日） 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （改正理由） 

 義務教育学校の設置に伴う題名及び別表を整理するものである。 
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鹿児島市立小中学校事務支援室運営規程（平成２６年教育委員会教育長訓令第１号）新旧対照表 

現行 改正案 備考 

鹿児島市立小中学校事務支援室運営規程 鹿児島市立小・中・義務教育学校事務支援室運営規程 文言整理 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）  

【別記1 参照】 【別記1 参照】  
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【別記1】 

 

現行 

拠点校 連携校 

鹿児島市立牟礼岡小学校 鹿児島市立吉田小学校、鹿児島市立本名小学校、鹿児島市立宮小学校、鹿児島市立本城小学校、鹿児島市

立吉田北中学校及び鹿児島市立吉田南中学校 

鹿児島市立河頭中学校 鹿児島市立南方小学校、鹿児島市立花尾小学校、鹿児島市立郡山小学校、鹿児島市小山田小学校、鹿児島

市立犬迫小学校、鹿児島市立皆与志小学校及び鹿児島市立郡山中学校 

鹿児島市立吉野中学校 鹿児島市立吉野小学校、鹿児島市立吉野東小学校、鹿児島市立大明丘小学校及び鹿児島市立吉野東中学校 

鹿児島市立大龍小学校 鹿児島市立坂元小学校、鹿児島市立坂元台小学校、鹿児島市立清水小学校、鹿児島市立坂元中学校、鹿児

島市立清水中学校及び鹿児島市立玉龍中学校 

鹿児島市立松原小学校 鹿児島市立名山小学校、鹿児島市立山下小学校、鹿児島市立長田中学校及び鹿児島市立甲東中学校 

鹿児島市立武岡中学校 鹿児島市立明和小学校、鹿児島市立武岡小学校、鹿児島市立武岡台小学校及び鹿児島市立明和中学校 

鹿児島市立草牟田小学校 鹿児島市立原良小学校、鹿児島市立西田小学校、鹿児島市立玉江小学校、鹿児島市立城西中学校及び鹿児

島市立伊敷中学校 

鹿児島市立西陵中学校 鹿児島市立武小学校、鹿児島市立田上小学校、鹿児島市立西陵小学校及び鹿児島市立武中学校 

鹿児島市立八幡小学校 鹿児島市立城南小学校、鹿児島市立中洲小学校、鹿児島市立荒田小学校、鹿児島市立甲南中学校及び鹿児

島市立天保山中学校 

鹿児島市立紫原小学校 鹿児島市立広木小学校、鹿児島市立西紫原小学校、鹿児島市立向陽小学校、鹿児島市立紫原中学校及び鹿

児島市立西紫原中学校 

鹿児島市立鴨池小学校 鹿児島市立中郡小学校、鹿児島市立南小学校、鹿児島市立宇宿小学校、鹿児島市立鴨池中学校及び鹿児島

市立南中学校 

鹿児島市立伊敷小学校 鹿児島市立川上小学校、鹿児島市立花野小学校、鹿児島市立西伊敷小学校、鹿児島市立伊敷台小学校、鹿

児島市立緑丘中学校及び鹿児島市立伊敷台中学校 
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鹿児島市立桜島中学校 鹿児島市立東桜島小学校、鹿児島市立黒神小学校、鹿児島市立桜洲小学校、鹿児島市桜峰小学校、鹿児島

市立東桜島中学校及び鹿児島市立黒神中学校 

鹿児島市立春山小学校 鹿児島市立松元小学校、鹿児島市立東昌小学校、鹿児島市立石谷小学校及び鹿児島市立松元中学校 

鹿児島市立谷山小学校 鹿児島市立西谷山小学校及び鹿児島市立谷山中学校 

鹿児島市立東谷山中学校 鹿児島市立東谷山小学校及び鹿児島市立清和小学校 

鹿児島市立和田中学校 鹿児島市立和田小学校及び鹿児島市立錦江台小学校 

鹿児島市立福平中学校 鹿児島市立福平小学校、鹿児島市立平川小学校、鹿児島市立錫山小学校及び鹿児島市立錫山中学校 

鹿児島市立谷山北中学校 鹿児島市立中山小学校、鹿児島市立桜丘西小学校、鹿児島市立桜丘東小学校及び鹿児島市立桜丘中学校 

鹿児島市皇徳寺小学校 鹿児島市立星峯西小学校、鹿児島市立星峯東小学校、鹿児島市立宮川小学校、鹿児島市立皇徳寺中学校及

び鹿児島市立星峯中学校 

鹿児島市立喜入中学校 鹿児島市立瀬々串小学校、鹿児島市立中名小学校、鹿児島市立喜入小学校、鹿児島市立前之浜小学校、鹿

児島市立生見小学校及び鹿児島市立一倉小学校 

 

改正案 

拠点校 連携校 

鹿児島市立牟礼岡小学校 鹿児島市立吉田小学校、鹿児島市立本名小学校、鹿児島市立宮小学校、鹿児島市立本城小学校、鹿児島市

立吉田北中学校及び鹿児島市立吉田南中学校 

鹿児島市立河頭中学校 鹿児島市立南方小学校、鹿児島市立花尾小学校、鹿児島市立郡山小学校、鹿児島市小山田小学校、鹿児島

市立犬迫小学校、鹿児島市立皆与志小学校及び鹿児島市立郡山中学校 

鹿児島市立吉野中学校 鹿児島市立吉野小学校、鹿児島市立吉野東小学校、鹿児島市立大明丘小学校及び鹿児島市立吉野東中学校 

鹿児島市立大龍小学校 鹿児島市立坂元小学校、鹿児島市立坂元台小学校、鹿児島市立清水小学校、鹿児島市立坂元中学校、鹿児

島市立清水中学校及び鹿児島市立玉龍中学校 

鹿児島市立松原小学校 鹿児島市立名山小学校、鹿児島市立山下小学校、鹿児島市立長田中学校、鹿児島市立甲東中学校及び鹿児

島市立桜島学校 
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鹿児島市立武岡中学校 鹿児島市立明和小学校、鹿児島市立武岡小学校、鹿児島市立武岡台小学校及び鹿児島市立明和中学校 

鹿児島市立草牟田小学校 鹿児島市立原良小学校、鹿児島市立西田小学校、鹿児島市立玉江小学校、鹿児島市立城西中学校及び鹿児

島市立伊敷中学校 

鹿児島市立西陵中学校 鹿児島市立武小学校、鹿児島市立田上小学校、鹿児島市立西陵小学校及び鹿児島市立武中学校 

鹿児島市立八幡小学校 鹿児島市立城南小学校、鹿児島市立中洲小学校、鹿児島市立荒田小学校、鹿児島市立甲南中学校及び鹿児

島市立天保山中学校 

鹿児島市立紫原小学校 鹿児島市立広木小学校、鹿児島市立西紫原小学校、鹿児島市立向陽小学校、鹿児島市立紫原中学校及び鹿

児島市立西紫原中学校 

鹿児島市立鴨池小学校 鹿児島市立中郡小学校、鹿児島市立南小学校、鹿児島市立宇宿小学校、鹿児島市立鴨池中学校及び鹿児島

市立南中学校 

鹿児島市立伊敷小学校 鹿児島市立川上小学校、鹿児島市立花野小学校、鹿児島市立西伊敷小学校、鹿児島市立伊敷台小学校、鹿

児島市立緑丘中学校及び鹿児島市立伊敷台中学校 

鹿児島市立春山小学校 鹿児島市立松元小学校、鹿児島市立東昌小学校、鹿児島市立石谷小学校及び鹿児島市立松元中学校 

鹿児島市立谷山小学校 鹿児島市立西谷山小学校及び鹿児島市立谷山中学校 

鹿児島市立東谷山中学校 鹿児島市立東谷山小学校及び鹿児島市立清和小学校 

鹿児島市立和田中学校 鹿児島市立和田小学校及び鹿児島市立錦江台小学校 

鹿児島市立福平中学校 鹿児島市立福平小学校、鹿児島市立平川小学校、鹿児島市立錫山小学校及び鹿児島市立錫山中学校 

鹿児島市立谷山北中学校 鹿児島市立中山小学校、鹿児島市立桜丘西小学校、鹿児島市立桜丘東小学校及び鹿児島市立桜丘中学校 

鹿児島市皇徳寺小学校 鹿児島市立星峯西小学校、鹿児島市立星峯東小学校、鹿児島市立宮川小学校、鹿児島市立皇徳寺中学校及

び鹿児島市立星峯中学校 

鹿児島市立喜入中学校 鹿児島市立瀬々串小学校、鹿児島市立中名小学校、鹿児島市立喜入小学校、鹿児島市立前之浜小学校、鹿

児島市立生見小学校及び鹿児島市立一倉小学校 
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定第７６号議案 

 

   鹿児島市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程一部改正の件 

 

鹿児島市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程の一部を別紙のと

おり改正する。 

 

   令和７年１２月１９日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（参  照） 

 

   鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

(鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務) 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下「教育委員会事

務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除

き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任

する。 

 (1) 略す 

 (2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

 (3)～(20) 略す 
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鹿児島市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程（平成２６年教育

長訓令第２号）の一部を改正する訓令 

                                     

                                           

 題名を次のように改める。 

鹿児島市立小学校長、中学校長及び義務教育学校長の権限に属する事務の専決に関する

規程 

   第１条中「及び中学校長」を「、中学校長及び義務教育学校長」に改める。 

付 則 

  （施行期日） 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  （改正理由） 

  義務教育学校の設置に伴う題名及び関係条文を整理するものである。 
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鹿児島市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程（平成２６年教育委員会教育長訓令第２号）新旧対照表 

現行 改正案 備考 

鹿児島市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の

専決に関する規程 

鹿児島市立小学校長、中学校長及び義務教育学校長の権

限に属する事務の専決に関する規程 

文言整理 

（趣旨） （趣旨）  

第１条 この訓令は、鹿児島市立学校管理規則（昭和４

２年教育委員会規則第１７号。以下「学校管理規則」と

いう。）第７８条の規定に基づき、鹿児島市立小学校長

及び中学校長（以下「校長」という。）の権限に属する

事務の専決に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この訓令は、鹿児島市立学校管理規則（昭和４

２年教育委員会規則第１７号。以下「学校管理規則」と

いう。）第７８条の規定に基づき、鹿児島市立小学校

長、中学校長及び義務教育学校長（以下「校長」とい

う。）の権限に属する事務の専決に関し、必要な事項を

定めるものとする。 
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請願令和７年度第１号関係資料①
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請願令和７年度第１号関係資料②



美術館ユニークベニュー等トライアル事業について 

 

 

市立美術館が、新たな美術館ファンの獲得等を図るとともに、ユニークベニューなど美術館の新たな活用の可能性を把握するため、企業等の取組を

試行的に実施する。 

 

（１）対象事業 ：  民間企業等が市立美術館施設の一部を利用してイベント等を実施し、「新たな美術館ファンの獲得や来館者の増加」「芸術文化

の魅力発信」「展示休止期間中の賑わい創出」のほか、参加者に特別感を演出することによる「企業等の会議・展示会・交流等」

につながる事業 

            

（２）主催者  ： 企業や団体等（実施主体：市立美術館） 

 

（３）実施場所 ： 市立美術館の「前庭」及び「エントランスホール」など 

 

（４）実施期間 ： 令和７年１２月から令和８年３月までのうち、２ヶ月以内 

※ 実施時間：９：３０～２２：００ 

          ※ 展示室等のＬＥＤ工事に伴う展示休止期間 

           

（５）その他  ： アンケート調査を実施し、ニーズ把握とユニークベニューとして活用する際の適切な使用料等の検討も行う。 

          費用は、原則として主催者が負担する。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 事業①   美術館イルミネーション等事業 

内 容   美術館前庭で「イルミネーション」の実施やアーティストによる作品展示・解説 

開催者  地元ＩＣＴ関連企業やアートギャラリーなど複数団体の共催により実施 

期 間  令和７年１２月２２日（月）～令和８年１月３１日（土） １８：００ ～ ２２：００ 

  

◆ 事業②  ウェディングフォト事業 

内  容  結婚式の前撮りを美術館エントランスホールや前庭等で行う。 

開催者  県内フォトスタジオ 

期 間  令和７年１２月２２日（月） 

報告事項（１） 
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　建設予定地 　石谷町（敷地面積12,012.54㎡）

　延べ面積 　約5,500㎡

　階数 　地上２階建てを基本

　提供食数 　１日あたり最大10,000食

　配送対象校 　２園21校（幼稚園２園・小学校15校・中学校６校）

　基本的方針 　「学校給食衛生管理基準」等に適合した施設とする等

　令和７年９月 　実施方針・要求水準書（案）の公表

　　　10～11月 　質問・意見・提案の受付、希望者との個別対話

　　　　　12月 　ＰＦＩ事業者の公募

　令和８年６月 　プレゼンテーション審査

　　　　　９月 　事業契約締結（市議会の議決）

　　　　　10月～ 　建築設計・建築工事

　令和11年９月～ 　維持管理・運営の開始（15年間。令和26年８月まで。）

新学校給食センターの整備に係る事業者の公募について 

 

１ 報告の概要  

７年９月に公表した実施方針等に基づき、松元地域を中心とした新学校給食センターの設計・建設、及び維持管理・運営（15 年間）を行う 

共同企業体（ＰＦＩ事業者）の公募手続きの開始について、報告するもの。 

【 実施方針 】 本事業への参加資格要件や募集スケジュールなどを示すもの。 

【要求水準書】 整備する建物に求める性能など、民間事業者の提案に向けた指針を示すもの。 

 

 

２ 施設の概要・事業スケジュール等                  （参考）ＰＦＩ方式のイメージ  

(1) 施設等の概要  

  

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 実施方針等公表後の経過・今後の事業スケジュール  

 

 

 

 

 

  

 

 

包括発注 

設計・建設期間は約３年間 維持管理・運営期間は 15 年間 

報告事項（２） 
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設計業務 建設業務 厨房設備の調達・設置業務 維持管理業務 運営業務

①　建築士法に基づく

　　一級建築士事務所の登録
②　過去15年間の受託実績
　　（延べ面積2,000㎡以上）
③　一級建築士の配置

①　建設業法の許可

②　市の入札参加資格
③　鹿児島市内に本店又は本社
　　を有すること
④　過去15年間の受託実績
　　（延べ面積2,000㎡以上）
⑤　施工経験のある有資格者

　　の配置

①　過去15年間の受託実績

　　（学校給食施設等の
　　　新築工事に係る
　　　調達・設置）

①　過去10年間の受託実績

　　（延べ面積2,000㎡以上）

①　過去３年間、学校給食施設

　　において、食品衛生法に基
　　づく不利益処分がないこと。
②　過去10年間の受託実績
　　（１日最大5,000食以上の
　　　学校給食調理）
③　実務経験を３年以上有する

　　調理士又は調理師の配置

事業者 市

 ①　設計・建設・工事監理  ①　献立作成及び栄養管理

 ②　厨房設備の調達・搬入設置  ②　食材調達・検収

 ③　各種備品等調達  ③　調理指示及び検食

 ④　維持管理  ④　衛生管理の確認・指導

 ⑤　運営（調理、配送・回収、洗浄等）  ⑤　食に関する指導等

 ⑥　給食費の徴収管理

 

 

(3) 事業者及び市の主な業務範囲  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 事業者の選定方法  

    公募型プロポーザル方式 

 

 (5) 事業者の主な参加資格要件  
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３ 特定事業の選定  

   本事業をＰＦＩ（ＢＴＯ）方式で実施することについて、６年度に実施した「整備・運営手法調査（ＰＦＩ導入可能性調査）」の結果も踏まえ、 

７年度に改めて従来方式（設計・建設・維持管理・運営を分割して発注する方法）とのコスト比較等を行った結果、以下の理由から本事業をＰＦＩ法 

第７条の規定に基づき、特定事業として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来方式 PFI(BTO)方式 削減率（VFM)

▲4.09％

（▲約6.9億円）
100 95.91

定性的評価 定量的評価

 ①　民間事業者が設計、建設、維持管理、運営を一貫して実施することにより、
 　　維持管理、運営企業の考えに沿った効率的かつ効果的な作業環境の創出が
 　　期待できること。

 ②　一括（包括）発注等によるコストの削減が見込まれること。

 ③　施設の整備費用について、地方債を活用する部分に加え、民間事業者が費用調達
 　　する部分に対する市の支払いを平準化することができ、一時的な市の財政支出が
 　　抑えられる（平準化できる）こと。

 ④　民間事業者の費用調達に伴い、民間事業者が行う事業全体に対して金融機関の
 　　モニタリングのインセンティブが働くことで、民間事業者の倒産（事業停止）
 　　のリスクを回避したより安定的な運営が期待できること。

 
 総事業費（上限額）　約173億円（税込み）
 ※１　事業者の公募時に、提案上限額として公表予定。
 ※２　予算等に関する市議会の議決が要件。
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市議会関係の審議等について 

 

・令和７年第４回市議会定例会 

 会期：１２月２日（火）～１９日（金） 

 ○第９４号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件 

○第９５号議案 工事請負契約締結の件（福平小学校校舎増築その他本体工事） 

○第９６号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件 

○第９７号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件 

○第９８号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件 

○第９９号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件 

○第１００号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件 

○第１０１号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件 

○第１０２号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件 

○第１０３号議案 鹿児島市立学校条例の一部を改正する条例一部改正の件 

○第１２３号議案 令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（第５号）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

報告事項（３） 
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教育委員会関係の主な行事について 

 

・はたちの集い 

 日時：令和８年１月１１日（日）１１：００～１２：４０ 

 場所：宝山ホール、中央公民館（サブ会場） 

 内容：オープニング、式典、実行委員会企画 

 

 

 

  

報告事項（４） 
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・サンエールフェスタ 2026 

 日 時：令和８年１月 16 日（金）から１月 18 日（日） 

    （展示部門のみ）令和８年１月 12 日（月）から１月 18 日（日） 

 場 所：サンエールかごしま 
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